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財政援助団体監査結果報告書 
 

第１ 監査の種類 

    地方自治法第１９９条第７項の規定による監査 

 

第２ 監査の対象 

所管課 健康福祉部 社会福祉課 

団 体 特定非営利活動法人 バリアフリーセンター･福祉ネット｢ナナの家｣ 

特定非営利活動法人 ハッピーライフ フォーエバー 

 

第３ 監査実施日 

    平成２０年 ２月２０日（水） 

 

第４ 監査の主眼及び方法 

    財政援助団体及び所管課における事務について、次の事項を主眼とし

て、関係書類を審査し担当職員から説明を聴取して実施した。 

   

１ 所管課 

（１）補助金の目的、基準は規則等により明確に定められているか。 

（２）補助金の交付目的及び補助対象事業の内容は明確か。 

（３）補助金の額の算定、交付手続及び交付時期等は適正か。 

（４）補助金の交付団体への指導監督は適切に行われているか。 

（５）補助金の精算、返還手続は適正に行われているか。 

 

  ２ 団 体 

（１）補助事業は、目的に沿って適正かつ効率的に執行されているか。 

（２）補助金に係る収支の会計処理は適正に行われているか。 

（３）補助金に係る出納関係帳票の整理、記帳は適正に行われているか｡ 

また、領収書等の証拠書類の整備、保存は適正か。 

（４）実績報告書と決算に係る計算書類の金額等は符合しているか｡ 

 

第５ 監査の範囲 

    平成１８年度及び平成１９年度(４月１日から１２月３１日まで）の事務執行分 

 

第６ 監査の期間 

    平成２０年２月１日から平成２０年３月２５日 
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第７ 監査の場所 

    ナナの家 

    はっぴぃハウス 

 

第８ 監査の結果  

    狛江市は、地域デイグループ事業を実施している団体に対し「狛江市

心身障害者(児)通所訓練等事業運営費補助金交付規則」により経費の一

部を補助しており、その目的は「地域社会における在宅心身障害者(児)

の社会適応訓練の場を確保し、もって健全な市民生活の促進を図る」と

している。 

 障がいを持っていても地域社会の中で生活をしていくには、様々な支

援が確保されなければならないものと考える。 

 

 監査対象は、地域デイグループ事業者である特定非営利法人「バリア

フリーセンター福祉ネット「ナナの家」」・特定非営利法人「ハッピー

ライフフォーエバー」及び所管課である社会福祉課を対象とし、所管課

では、事業目的・事業内容等を明確に把握しているか、また、団体にお

いては、事業運営にかかる出納、その他事務の執行、関係書類の管理等

がされているかを関係諸帳簿の確認及び説明聴取により実施した。その

結果を以下に述べる。 

 

（１）所管課は、補助金申請、実績報告書の受理にあたり数値やその内容

について精査をしていただきたい。健全な事業運営に資するためには

交付団体への適切な指導が必要不可欠である。 

その中で、1 団体については、賠償責任保険加入内容が補償基準に

沿った加入とされていなかった。障がいを持った児童・成人を対象と

した集団活動・訓練事業を実施しており、補償基準に沿ったものであ

ることが重要であり、適切な指導をお願いしたい。また、賠償責任保

険については、今回監査対象になっていない他の地域デイグループ団

体の加入状況についても確認、把握をしていただきたい。 

今後の課題として、交付のための事務手続きを実情に沿った簡潔な

ものとし、事務の効率化を図るため規則整備の検討をしていただきた

い。 

環境整備面では、障がいのある方にとって、トイレ利用を使い易い

ものにすることは、介護者の負担軽減とともに、本人の引きこもりを

防止し社会参加を促す一助となるものである。 

したがって、狛江市福祉基本条例の理念にもあるように、福祉の視
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点を踏まえ、出来れば公共施設等に障がい者が利用し易いトイレを順

次整備されるよう検討を要望します。 

（２）「バリアフリーセンター福祉ネット「ナナの家」」では、報告書数

値について十分な把握がされていなかった。 

また、予算措置の中で、役員報酬は、実質的に給料としての科目が

妥当と考えられる。今後、内容を精査し数値を把握された上で提出さ

れるとともに「狛江市心身障害者(児)通所訓練等事業運営費補助金交

付規則」第 9条に規定されている関係書類の整備・保管をしていただ

くことをお願いする。 

（３）「ハッピーライフフォーエバー」については、帳簿その他の書類に

ついて適正に管理されていた。 

当該年度の繰越金は次年度当初の運営資金に当てられており、引き

続き健全な管理運営を望むものである。 

今年度、障がいが重度の通所者のための「トイレ用折りたたみ式シ 

ート」(335,780 円)が設置されていた。一部ではあるが環境整備がさ

れたことにより、本人はもとより介護者の負担軽減にもなるものであ

る。今後とも、より良い事業運営の努力をお願いしたい。 
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(概要） 

特定非営利活動法人 

バリアフリーセンター・福祉ネット｢ナナの家｣ 

１ 設  立 

   平成１１年 １０月２７日  

 

２ 目  的 

   本会は、障がい者及び高齢者が地域で自立した生活を営んでいくために

必要な事業を行うことにより福祉の増進を図り、社会全体の利益の増進に

寄与することを目的とする。 

 

３ 事  業 

 （１）障がい者及び高齢者のグループホーム事業 

 （２）地域デイサービス事業 

 （３）心身障がい者授産事業 

（４) 障がい者（児）及び高齢者のホームヘルプサービス事業 

 （５）心身障がい者（児）緊急一時保護事業 

 （６）入浴サービス事業 

 （７）ハンディキャブ等の貸出事業 

 （８）介護者の支援及びボランティアの育成 

 （９）福祉に関する権利擁護活動 

 （10）福祉に関する情報提供事業 

 （11）障がい者及び高齢者の自立支援に関する活動 

 （12）障がい者及び高齢者の政策に関する提言活動 

 （13）スポーツによる交流活動 

   (14) 映像による国際交流及びチャリティー上映会による発展途上国へ経 

済的支援活動 

 （15）障がい者及び高齢者の社会参加推進に関する活動 

 （16）障がい者（児）のガイドヘルプサービス事業 

 （17）障がい者（児）及び高齢者のホームヘルパー養成研修事業 

 

４ 役  員 

 （１）理    事              ５名以上 

 （２）監  事              １名以上 

   理事のうち、１人を理事長、１人以上を副理事長とする。 
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５ 職員体制 

    

         

 

 

６ 所 在 地 

   東京都狛江市東和泉１-２７-９ 

 

７ 市との関係 

   市は、狛江市心身障害者（児）通所訓練等事業運営費補助金規則第１条

に基づき、地域デイグループ事業に対し、運営及び事業に要する経費の一

部として、平成 18 年度 9,387,000 円の補助金を交付している。 

 

８ 補助金の実績 

   (平成１８年度実績額)                             

(平成１９年度概算交付決定額) 

    

 

 

 

 

 

 

                                 

  

                                

 

 

 

補助対象経費 対象事業費(円) 補助金確定額(円)

事業費 9,928,639 7,587,000

家  賃 1,956,000 1,800,000

計 11,884,639 9,387,000

Ｈ.18.5.1 Ｈ.19.5.1

常勤（兼任） ４名（うち施設長1) ５名（うち施設長1)

非　常　勤 １３名 １１名

補助対象経費 対象事業費(円) 補助金概算交付決定額(円)

事業費 10,214,000 7,587,000

家  賃 1,956,000 1,800,000

計 12,170,000 9,387,000
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(概要） 

特定非営利活動法人 

ハッピーライフ フォーエバー 

１ 設  立 

   平成  ７年 ４月 １日 

 

２ 目  的 

   本法人は、障がいのある人たちやその家族が、地域の中で社会の一員と

して自分らしく暮らせるよう、障がいの種別や程度、有無等を問わず、受

け入れ、様々な形態の支援事業、及び制作提言・社会啓発なども行い、も

って社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。 

 

３ 事  業 

（１）障がい者(児)の放課後や余暇、長期休暇等での地域活動支援を推進す

る事業 

（２）障がいのある人の外出･在宅生活等自立生活全般の支援を推進する事業

（３）障がい者の福祉や教育に関する普及・啓発事業 

     ①講演会・学習会等の開催、指導・助言等 

     ②相談事業 

     ③政策提言 

（４）他団体、地域等との交流を促進する事業 

   ①文化、芸術に関する各種チャリティーイベントの主催及びその支援 

   ②他団体との連絡会等への協力 

 （５）障がいのある人たちの卒後の通所・グループホーム等施設の運営 

 （６）障がいのある人たちの家族のレスパイトを目的とした事業 

 （７）会報発行等の広報活動   

（８）その他、本法人の目的を達成するために必要な事業 

   

４ 役  員 

 （１）理    事         ４名以上 10 人以下 

 （２）監  事         １名以上 ３人以下 

   理事のうち、１人を理事長、２人以上３人以下を副理事長とする。 

 

５ 職員体制 

    

      

 

Ｈ.18.5.1 Ｈ.19.5.1

常勤（兼任） ６名（うち施設長1） ２名（うち施設長1)

非　常　勤 ３名 ６名
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６ 所 在 地 

   東京都狛江市和泉本町４-７-２７-１０３ 

 

７ 市との関係 

   市は、狛江市心身障害者（児）通所訓練等事業運営費補助金規則第１条

に基づき、地域デイグループ事業に対し、運営及び事業に要する経費の一

部として、平成 18 年度 9,027,000 円の補助金を交付している。 

 

８ 補助金の実績 

   (平成１８年度実績額)                             

   (平成１９年度概算交付決定額) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助対象経費 対象事業費(円) 補助金確定額(円)

事業費 10,265,521 7,587,000

家  賃 1,440,000 1,440,000

計 11,705,521 9,027,000

補助対象経費 対象事業費(円) 補助金概算交付決定額(円)

事業費 10,085,936 7,587,000

家  賃 1,440,000 1,440,000

計 11,525,936 9,027,000
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